
 ケアプラン点検事業について【宮城県岩沼市】 

 概要 

自立支援・重度化防止に資する質の高いケアマネジメントが行われているかを検証・確認し、

ケアマネジメントの視点を正しく踏まえ、専門職として判断の根拠を示した上でケアプランの

作成ができているか介護支援専門員と保険者が共に考え、気づくことを目的としてケアプラン

点検を継続して実施している。 

 

 実施状況 

  実施件数は以下のとおり。 

 
 

 ・点検対象：地域包括支援センター（４か所）及び居宅介護支援事業所（１０か所） 

 ・実施件数：４事業所／年度 １事業所１件を対象に２時間で点検している。 

 ・実施方法：保険者にて対象ケアプランを選定。宮城県ケアマネジャー協会を講師として派遣。 

 ・選定方法：①国保連合会より提供される「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」及び

「支給限度額一定割合超一覧表」 

       ②（居宅介護支援事業所のみ）区分支給限度基準額の利用割合が７割以上かつそ

の利用サービスの６割以上が訪問介護サービスである被保険者 

                    ③有料老人ホーム又はサービス付き高齢者住宅に入居している被保険者 

 

 効果 

  点検の最後に介護支援専門員に必ず感想や意見を聞き取っている。あっという間に時間が過

ぎたように感じたとの声が多く聞かれ、ニーズを整理しながら利用者にも分かりやすいケアプ

ランの作成を考えることができた。日々の業務が多忙であったり、介護度が変わらない更新の

際であったりなど、じっくりケアプランを見る機会が無いこともあり点検は良い機会との感想

も複数出された。 

   点検には作成した介護支援専門員と管理者の２名で出席してもらっており、いただいた助言

をこれから事業所内に共有したいとの感想があり、事業所全体に係るケアマネジメントの質の

向上にも寄与している。 
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